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浜松市公告第２５８号 

浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和

22 年政令第 16 号）第 167 条の 6 及び浜松市契約規則（昭和 39 年浜松市規則第 31 号）第 4 条の規

定に基づき公告する。 
 

令和７年４月１１日 

浜松市長  中野 祐介 

記 
１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 件 名 令和７年度高規格救急自動車積載資器材購入 

                （課名 消防局警防課   契約番号 2025000759） 

(2) 数 量 仕様書のとおり 

(3) 納入期限 令和８年２月２７日 

(4) 納入場所 消防局警防課 

(5) 調達物品の特性 仕様書のとおり 

 

２ 入札及び契約担当課 

 〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３番地の２ 

           浜松市役所財務部 調達課物品購入グループ（北館５階） 

           電話  ０５３－４５７－２１７１ 

           ＦＡＸ ０５０－３７３０－３７１３ 

E-mail  tyotatubuppin@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

３ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

(2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成 20 年 10 月 1 日浜松市告示

第 390 号）の規定により、令和７・８年度の競争入札参加資格（物品 業種分類２０３４：

医療・保健衛生機器類）の認定を受けているものであること。 

  (3) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこ

と。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）

でないこと。 

(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に

規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員

等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、

執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている

法人その他の団体に該当しない者であること。 

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格を有していること。 
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４ 一般競争入札参加資格の確認申請 

 本件入札の参加希望者は、「物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争）」（以下「確認

申請書」という。）を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。なお、参加資格の確

認基準日は確認申請書の受付最終日とする。 

(1) 提出方法 

  持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ

又は電子メールで提出すること。 

(2) 受付期間 

   令和７年４月１４日（月）から令和７年５月８日（木）まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

 (3) 提出先 

   調達課（２項に記載のとおり。） 

 (4) 様式 

   本市が指定する様式を用いること。 

 (5) その他 

ア 確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法（①調達課で受け取り、②郵

送、③電子メールのいずれか一つ。詳細は５項に記載のとおり。）を記載すること。なお、郵

送での通知を希望する場合は、確認申請書を提出する際に、110 円切手を貼った返信用封筒

を添付すること。 

イ 確認申請書に、入札書の提出方法の予定（①入札執行日時に入札場所へ持参、②事前提出、

③郵送等のいずれか一つ。詳細は 11 項に記載のとおり。）を記載すること。なお、入札書の

提出方法を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、調達課へ連絡すること。 

ウ 受付期間内に確認申請書を提出しない者は、本件入札に参加することができない。 

 

５ 入札参加資格の確認結果通知 

  入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 

(1) 通知方法 

次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話

連絡はしない。 

 ア 調達課で受け取り 

イ 郵送（※郵送を希望する場合は、確認申請書を提出する際に、110 円切手を貼った返信用

封筒を添付すること。） 

ウ 電子メール（※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを確認申請

書に記載すること。） 

(2) 確認結果の通知日 

  ア 調達課で受け取りの場合 

令和７年５月１３日（火）午後１時から令和７年５月１９日（月）までの間に、調達課で

受け取ること。（17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

  イ 郵送又は電子メールの場合 

令和７年５月１３日（火）に発送又は発信する。 

 

６ 入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求 

入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由

について説明を求めることができる。 
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(1) 要求方法 

文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書

留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

(2) 要求期限 

令和７年５月１５日（木）まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

(3) 提出先 

調達課（２項に記載のとおり。） 

(4) 様式 

    任意の様式を用いること。 

(5) 要求への回答 

   説明を求められた日から２日以内に文書で行う。 

 

７ 仕様書等の提供方法 

本件入札に係る契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等（以下「仕様書等」という。）

は、次のとおり提供する。 

  (1) 提供方法 

    本市ホームページに掲載 

(2) 提供期間 

   令和７年４月１１日（金）から令和７年５月１９日（月）まで 

 

８ 仕様書等に対する質問 

(1) 質問方法 

質問書を持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、

ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

(2) 受付期間 

令和７年４月１４日（月）から令和７年５月８日（木）午後５時まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

(3) 提出先 

調達課（２項に記載のとおり。） 

(4) 様式 

    本市が指定する様式を用いること。 

(5) 質問に対する回答 

令和７年５月１３日（火）から調達課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質

問に対する回答書を提供する。 

 

９ 本件入札に関する説明会 

説明会は行わない。 

 

10 入札執行の日時及び場所 

(1) 日時  令和７年５月２０日（火）午前９時３０分 

(2) 場所  浜松市役所財務部調達課 入札室（北館５階） 
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 11 入札書、入札用封筒及び郵送用封筒等の記載事項等 

  別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」のとおり。 

 

 12 入札書の提出方法 

(1) 提出方法 

    別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、次のいずれかの方法により提

出すること。 

   ア 入札執行日時に入札場所へ持参 

   イ 受領期間内に調達課へ持参（以下「事前提出」という。） 

   ウ 受領期限までに調達課へ郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信

書便に限る。） 

（2） 事前提出の場合の受領期間及び提出先等 

   ア 受領期間 

  令和７年５月１４日（水）から令和７年５月１９日（月）まで 

     （17 項に記載する開庁時間内に限る。） 

   イ 提出先 

調達課（２項に記載のとおり。） 

 (3)  郵送等の場合の受領期限及び送付先等 

   ア 受領期限 

令和７年５月１９日（月）午後５時１５分まで（送付先に必着） 

     受領期限に遅れたときは、いかなる理由であっても当該入札書は無効とする。 

   イ 送付先 

調達課（２項に記載のとおり。） 

(4)  提出方法の変更及び提出の取りやめ 

確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめ

る場合は、調達課へ連絡すること。 

 

13 入札方法等 

（1） 入札は総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額 100 分の

10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を

記載した入札書を提出すること。 

 (2) 入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。 

(3) 1 回目の入札で落札者がいない場合には 2 回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等

により提出した入札者は、2 回目の入札に参加できない。 

(4) 落札となるべき同価格の入札者が 2 者以上いる場合は、当該入札者にクジを引かせて落札

者を定める。事前提出及び郵送等による入札者のクジは、当該入札者の代わりに本件入札事

務に関係ない本市職員が引くものとする。 

(5) 事前提出及び郵送等による入札者に対しては、原則として入札執行日の午後 5 時までに入

札結果を電話又はその他の方法で連絡する。 

(6) 本件入札は、本件入札公告に記載する事項のほか、「浜松市物品購入等の入札執行ついて

（入札心得）」に基づき実施するので、入札参加者は入札心得を確認の上、入札に参加するこ

と。 
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14 入札の無効 

浜松市契約規則第 13 条第 1 項の各号及び浜松市物品購入等に係る一般競争入札要領第 9 条各

号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

※開札前に、人的関係のある複数の者が１者を除き入札を辞退した場合は、残る１者の入札は

無効とはならない。 

 

15 入札保証金 

本件入札は、入札保証金を免除する。 

 

16 期間の計算 

この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平成元

年浜松市条例第 76 号）第 1 条第 1 項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算

するものとする。 

 

17 開庁時間 

  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。） 



浜松市消防局警防課

浜松市中央区下池川町19-1

別紙参照

　 ２式

(定義）同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいう。

別紙参照

別訴参照

消防局警防課救急企画グループ 担当　花井

TEL：053-475-7562 ＦＡＸ：050-3537-8983

令和7年度に更新する車両（曳馬野救急車・芳川救急車）に積載する救
急資器材を購入するもの

2034医療・保健衛生機器類業　　種

納入期限

同等品
可

※同等品を提案する場合は、別紙「質問書」に記入し、調達課へ提出すること。また、
製品の仕様が分かるカタログコピーを発注課へ提出し、説明すること。
提出期限：令和７年５月８日（木）※期限厳守

納入場所

条　　件

及び

注意事項

同等品と
認めるもの

数　　量

お問い合わせ先

品名規格

目　的

仕　　　様　　　書

契約Ｎｏ 件名 令和７年度高規格救急自動車積載資器材購入2025000759

令和8年2月27日（金）



 

 

令和７年度 

 

高規格救急自動車積載救急資器材 仕様書 

 

 

 

 

浜松市 

 

 

 
 
 
 



 

高規格救急自動車積載救急資器材 仕様書 
 
第１ 総則 
 １ 目的  
   本仕様書は、浜松市が浜松市消防局（以下「消防局」という。）の中消防署曳

馬野出張所及び南消防署芳川出張所に配置する高規格救急自動車へ積載する

救急資器材（以下「資器材」という。）について、必要な事項を定めるものと

する。 
 
 ２ 条件 
 （１）資器材は、この仕様書に適合したものであること。 
 （２）受注者は、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）の高度管理医療機器等の販 

売業の許可を受けていること。 
 （３）救急車に固定して積載される資器材（吸引器・患者監視装置等）は、高規格 

救急自動車に取り付け可能な資器材とすること。 
 
第２ 一般事項 

 １ 契約に際して不審な点は消防局と協議し、仕様書を十分確認したうえで契約す 

ること。契約後に疑義が生じた場合は、消防局と協議して早期に解決すること。 

２ 資器材については別表による資器材又は同等品以上とし、同等品以上の場合は、

必ず消防局の許可を得ること。（連絡先：053-475-7562） 

３ 資器材は、納入時期に合わせ最新製造品（３か月以内）を納入すること。 

４ 資器材は、高規格救急自動車の納車時に合わせ、受注者立ち会いの下、消防局

の指定する場所に納入すること。 

 ５ 資器材を積載するための架台及びコンセントの位置等は、高規格救急自動車販 

売業者及び消防局と綿密な打ち合わせをすること。 

  （高規格救急自動車販売業者については、消防局に確認をとること。） 

 ６ 資器材取扱説明書を２部提出すること。 

 

第３ 検査事項 

 １ 受注者は、納入時に消防局職員による物品検収を受けること。 

 ２ 受注者は、納入時に資器材の作動点検及び付属品検査を実施すること。 

 

第４ 保証 

   各資器材の製造メーカーが保証する期間とする。ただし、材質や部品の不備等 

によるものは、保証期間を過ぎても受注者の負担により早急に修理、改善するこ 

と。 

 

第５ 納入 

 １ 受注者は、資器材に不備がないように消防局に納入するものとし、綿密な打ち 

合わせを消防局とすること。 

２ 受注者は、納入時に資器材の取扱説明を行うものとする。 

３ 納入期限は、令和８年２月 27 日（金）までとする。 



分類 品　　名 規　　格　　等 メーカー

気道確保用資器材一式 LED喉頭鏡ハンドル　　F008.22.820 ムラナカ 2 個

マッキントッシュ型ブレードNo１　　Ｆ000.22.101 ムラナカ 2 個

マッキントッシュ型ブレードNo2　　Ｆ000.22.102 ムラナカ 2 個

マッキントッシュ型ブレードNo3　　Ｆ000.22.103 ムラナカ 2 個

マッキントッシュ型ブレードNo4　　Ｆ000.22.104 ムラナカ 2 個

喉頭鏡ケース　　BC-005S-LS ムラナカ 2 個

救急バック　エクストリーム　EB02.008 エリートバッグ 1 個

ジャンプキットバック　WJK-1C ワコー商事 1 個

マギール鉗子　中　BE-1605-032 日本船舶 2 本

エアウェイスコープAWS-S100NK 日本光電 1 個

ＡＷＳイントロックNK　M－ITL－SL 日本光電 2 箱

輸液用資器材一式  EB防水呼吸器系用バック　EB02.007 エリートバック 1 個

ライトメディカルウエストバッグ　ES-1048-073 日本船舶 1 個

パルスオキシメーター ニプロ　マイティサット　59-133 ニプロ 3 個

心電計一式 ベッドサイドモニター BSM-3562-Q91 日本光電 1 台

バッテリーパック　X075　SB-031P 日本光電 1 個

心電図解析プログラム　QP-031 日本光電 1 式

ｉＮＩＢＰプログラム　QP-038P 日本光電 1 式

心電図誘導コード　K901　BJ-900P 日本光電 2 本

フィンガープローブ　TL-201T2　P225F 日本光電 2 個

マルチプローブ　P225G 日本光電 2 個

マルチＹプローブ　P205A 日本光電 1 箱

クリップアダプタ　P256 日本光電 1 個

ＣＯ2センサキット　ＴＧ-940Ｐ 日本光電 2 本

成人用カフ　大　S951E　YP-714T 日本光電 2 個

成人用カフ　標準　S951D　YP-713T 日本光電 2 個

幼児用カフ　S951A　YP-710T 日本光電 2 個

小児用カフ　S951B　YP-711T 日本光電 2 個

高規格救急自動車積載資器材詳細

数量

高
　
 
 
　
度
 
 
　
　
救
 
 
　
　
命
 
 
　
　
資
 
 
　
　
機
 
 
　
　
材

気道確保用資器材

輸液用資器材

血中酸素飽和度測定器

心電計



分類 品　　名 規　　格　　等 メーカー

自動式人工呼吸器一式 救急搬送用人工呼吸器アンサーＲセット　KOM299RS コーケンメディカル 1 台

ベンチサポートアーム　KOM733-TN コーケンメディカル 1 本

エアウェイアダプタ　R805（30個入り） 日本光電 1 箱

流量付減圧弁 　FLW2型　　 日本船舶 2 個

オキシゲンキャリーキット　0215110491 ﾓﾃﾞﾙ5120 ﾚｯﾄﾞT　 日本船舶 1 個

手動式人工呼吸器 アンブ蘇生バッグマークⅣ成人用バッグタイプ　10203516 アイ・エム・アイ株式会社 2 個

アンブ　シリコンカフマスク№４　透明ドーム 1020268 アイ・エム・アイ株式会社 2 個

アンブ　シリコンカフマスク№５　透明ドーム 10202681 アイ・エム・アイ株式会社 2 個

アンブ　蘇生バッグマークⅣ　ベビー用チューブタイプ　10203541 アイ・エム・アイ株式会社 2 個

アンブ　シリコンカフ　フェースマスク　小児用 №2 10202684 アイ・エム・アイ株式会社 2 個

アンブ　シリコンカフマスク№0 透明ドーム 幼児用 10202683 アイ・エム・アイ株式会社 2 個

アンブ　スプラッシュガード　10203601 アイ・エム・アイ株式会社 2 個

マシモ　ＥＭＭＡ　救急用カプノメータ 3639 マシモジャパン 1 台

マシモ　ＥＭＭＡ成人／小児用エアウェイアダプタ マシモジャパン 1 箱

酸素用資器材一式 加湿器（オキシパックBE-1007-205 OX-ⅢＳ)　 日本船舶 1 式

減圧弁　SAﾖｰｸ型　BE－1007-114 SA-303Eﾖｰｸｶﾞﾀ　 日本船舶 2 式

三方チーズ BE-2007-031 日本船舶 1 式

配管ホース BE-2007-314 日本船舶 1 式

酸素ボンベ2L　アルミヨーク式　GY-6 BE-1021-12 ボンベ刻印(F350) 2 本

吸引器 携帯用電動吸引器　パワーミニックⅡ　ＰＭ2-800 BE-1010-225　 日本船舶 2 台

パワーミニックⅡ用専用充電ブラケット　200194300 日本船舶 1 個

パワーミニックⅡ　ＰＥＳＳフィルター BE-3010-130 日本船舶 1 セット

パワーミニックⅡ　ＰＥＳＳケースＣＯＭＰ 日本船舶 1 個

カテーテルコネクタ　S-5　VL-60 日本船舶 1 個

シリコン吸引ホース　8×14 1.2m 200190025　 日本船舶 2 個

自動式心臓 LUCAS3.1心臓マッサージシステム　99576-000067　 日本ｽﾄﾗｲｶｰ 1 式

マッサージ器一式 LUCAS3用バッテリ　11576-000080 日本ｽﾄﾗｲｶｰ 1 個

LUCAS3用AC電源アダプタ　11576-000058 日本ｽﾄﾗｲｶｰ 1 本

LUCAS3用バッテリ充電器　11576-000068 日本ｽﾄﾗｲｶｰ 1 個

血圧計一式 アネロイド血圧計DS48　ﾎﾟｹｯﾄ型　成人用（中）ケース付 ウェルチアレン 1 個

フレックスポートリューザブルカフ　小児用 AE-3009-063 ウェルチアレン 1 個

ｱﾈﾛｲﾄﾞ血圧計(ﾀｲｺｽ767ｼﾘｰｽﾞ) ｳｫｰﾙ型成人用ｶﾌ付　7670-1 ウェルチアレン 1 個

電子血圧計エレマーノ2　ES-H56 テルモ 1 台

ES-H５６腕帯　XX-ES41S S テルモ 1 個

血糖測定器 ニプロFS　ネクスト　Fパック　95-822 ニプロ 1 個

聴診器 リットマンステソスコープカーディオロジーⅣ スリーエム 3 本

数量
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呼吸・循環管理用資器材　

観察用資器材



分類 品　　名 規　　格　　等 メーカー

副木一式 頸部固定ｷﾞﾌﾟｽ・ｽﾃｨﾌﾈｯｸｾﾚｸﾄ　成人用　　98001005 レールダル 6 個

スティフネック小児用セレクト　小児用　　98002005 レールダル 4 個

防水ゴム布　90㎝×10m　1670100002S 松吉医科 2 枚

Softenピロー　TT-1000-111 日本船舶 1 個

雨覆い（フレーム金具付き）TT-1026-002 日本船舶 1 枚

搬送資器材 スクープストレッチャー用イモビライザーセット　445-SP 日本船舶 2 式

アジャストストレッチャー（サブストレッチャー）ADJ-001 エアーストレッチャー 1 個

レスキューシート モデル44　 日本船舶 2 個

その他の資器材

救急バック一式 トラウマキット モデル44 日本船舶 1 個

電子体温計　C206液化用 テルモ 4 本

医療用非接触放射体温計　CISE　CIE-01/CG ムラナカ 1 本

手首式血圧計　CHWM541　ｿﾌﾄｶﾌﾀｲﾌﾟ シチズン 1 台

ソフトＬＥＤペンライト（瞳孔ゲージ付）　SM-355N アズワン 6 本

レスキューシザーⅡ　DR-1035-004 02 07 010 日本船舶 1 個

MMI万能剪刀　669-510-04 180MMﾌﾞﾙｰ ムラナカ 1 個

その他の資器材 MMIエアウェイ　バーマン　90mm　35109 ムラナカ 1 個

MMIエアウェイ　バーマン　50mm　35105 ムラナカ 1 個

MMI　エスマルヒ開口器　BC-2040-MG ムラナカ 1 個

特大ソフトシーネ　ＬＬ オオサキ 2 本

大ソフトシーネ　Ｌ オオサキ 2 本

中ソフトシーネ　Ｍ オオサキ 2 本

小ソフトシーネ　Ｓ オオサキ 2 本

サムスリング２　SAM4122 アコード 1 本

X8Tターニケット　WRM-X8TE ワコー商事 2 本

リングカッター替刃　ハイスピード型 ビーバービジテック 2 袋

じゅすいぼん　N10035A 700ｍｌﾒﾓﾘﾂｷ あしかメディ工業 2 個

カラー駆血帯　ベージュ アズワン 2 本

レスキューブランケット　TT-1035-001 日本船舶 2 枚
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創傷等保護用資器材


